
�愛媛県選挙管理委員会告示第１０号
本県の議会の議員の伊予市選挙区については、議員の欠員を生じ

たため、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１３条第１項第５号

の規定による愛媛県議会議員伊予市選挙区補欠選挙を行うべき事由

が生じた。

平成２５年３月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１１号
平成２５年４月１４日執行予定の愛媛県議会議員伊予市選挙区補欠選

挙に関する選挙人名簿の登録日等を次のとおり定める。

平成２５月３月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 被登録資格決定基準日

平成２５年４月４日（ただし、年齢については、同月１４日）

２ 登録日

平成２５年４月４日

３ 縦覧期間

平成２５年４月５日

発 行 愛 媛 県
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